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■ 災害のあ らま し ■

卸売業で営業を■I当 している労lUJtt Aは

ネけ1で遠方にある取引先Bと のllち 合わせ

のため、出Jkし た。打ち合わせを終えたA

は出JIN先 から近くに

'む
友人と会い、飲食

をともにし、会社指定のホテルヘは戻らず

そのまま友人宅に宿〕
′
に友人宅が火事にあ

い火傷した。

■ 半」断 ■

出張中は、特段の1'情のない限り、 ―応

日1張過程の全般について事業主の支配 ドに

あるものとして その過程全般を業務行為

とみる1反扱いがなされている。

積極|りな私的行為、恣意行為については

すでに業務遂行‖:が失われたものとみて

このような行為によって生じた災1年につい

ては業務tL因性が,認められていない。よっ

てこの場合、業務外と判断された ,

■ 解説 ■

事業 liの 命令を受けて出張に日1る と 事

業 にの管理 ドを離れることになるが、|1張

業務を遂行するというI業上の支配下にあ

るため、出張先へ「 1けて出発するときから

1'業場へ帰任するまたは帰宅するまでのFnl

の全過″1を通じて 一応業務遂行性が認めら

れる。したがって、実際に業務に携わって

いるのではない|サ‖1に 行った行為について

も業務遂イテ円:が認められるものがある。

例えば、FI食

"iで

食11を とっているとき

やホテルで就寝しているときなど|:張に当

然または通常伴う行為を行っている間に発

41し た災害は原員1と して業務 L災 1年 として

扱われることになる。しかしながら、出張

中であっても、ツ

'を

飲みに行くとか友人に

会う、お:光地巡りなど私的な行為をするこ
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ともある。こうした業務離脱行為や積極n勺

な私的行為の間は業務との関連性が寸断き

れることになり、この出lに 発生した災害は

業務 L災害としては扱われない。

このケースの場合Aは、友人宅で就寝中

に火災に巻き込まれたもの。通常ホテルに

7計泊してそこで就寝するということは通常

HI張に伴う行為と詔められ、ここで
‐
t寝中

に被災した場合は原則として業務上災害と

して扱われることになる.

ただし、この場合では会社がホテルを指

定していたにもかかわらず Aは恣意的に

な人宅へ宿泊しており、このことについて

合理的な理‖|は認められない.仮に会社lt‐

定のホテルに宿泊すると業務遂行に支障が

11じ ることになるとか、または指定外のホ

テルに宿泊したはうが業務遂行にとり有益

であるといったような特別な ,情があれば

:舌は別だが、こうした合理的な理Hな く会

社指定外の場所に宿泊することは私的な行

/)と して業務との1期連性が認められない。

ここでいう「業務Jとは、 どこからどこ

までの行為を指すのだろうか?「業務Jと
:よ 、その労働者が本来行うべき業務だけを

指すのではない。llllえ ば、次に掲げるよう

な行為も「業務Jとみなされる。

(1)本来の業務に付随する行為

lVl)前準llil行為、後始末行為、日常生yr

へ復帰するために必要な人浴行為など。

(2)その労働者の峨務 (責任)か らⅢ
(

然行うことが予想される緊急行為または客

観lllに 見て必要かつ合Fl的な夕1当外業務の

応援行為 (た だし、親切心で他人の業務を

手伝った行為は「業務Jと はならない)。

(3)作業中断による′
1:理的行為または

反射的行為

例)月〕使、炎天 ドでの飲水、lu・lに 飛ばさ

れた帽子を咄嵯に拾う行/1な ど。また業務

災響Fに該
｀
Чするか否かは、業務遂行性の有

無および業務起 J性の有′19こ よって判断。

業務遂行性有無の判断

労働者が事業主の支配 ド (管理 ドまたは

指揮命令 ド)にいたか否かで判断される。

例えば、休憩時‖‖中の・I故であっても、

事業所内の施設 (設lH)の不備に起因する

事故の場合は、実際に業務を行っていたわ

けではないが、事業 卜の支配下での1'故 と

して「業務遂イプ[あ りJと判断される。

また、 11業所外にいた場合でも、業務命

令による出張 (移動)中の事故は、明らか

な私的行為中を除き、当然「業務遂行性あ

りJと判断されることとなる。

業務起因性有無の判断

負傷・疾病・死亡と業務の■に相当因果

関係があつたか否かで判断される。例えば、

自然災害による偶発的事故、私的行/.|ま た

は恣意的行為による11'故 (私的な喧畔)、

業務逸脱行為による11故などは「業務起因

性無しJと lll断され、労災認定されない。

ただし、自然災害による1'故の場合でも、

台風災害のように予想できた事故は、'I業

主の安全配慮義務違反 (当然起こるべくし

て起こった事故)と して「業務起因性あり」

と半l断される場合がある。
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